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京丹後市物品売却【厨房機器】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主な日程 

参加申込期間 ： 令和 7年 7月 11日（金） ～ 令和 7年 7月 23日（水） 

物品確認期間 ： 令和 7年 7月 11日（金） ～ 令和 7年 7月 24日（木） 

見積提出期間 ： 令和 7年 7月 25日（金） ～ 令和 7年 8月  1日（金） 

採用者決定日 ： 令和 7年 8月  1日（金） 

契約締結期間 ： 決定から 2週間以内（令和 7年 8月 15日（金）まで） 

代金納入期間 ： 契約締結から 20日以内（令和 7年 9月 3日（水）まで） 

搬出期限日 ： 令和 7年 9月 24日（水）まで 

 

お問い合わせ先：京丹後市 商工観光部 観光振興課（℡0772-69-0450） 
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京丹後市物品売却（厨房機器）実施要領 

 

 京丹後市では、次の物品を見積り合わせにより売却します。買受けを希望される方

は、下記事項を承知のうえ、申込みしてください。 

 

１．案件概要 

 (1) 案件名 

    京丹後市物品売却（厨房機器） 

 (2) 対象物品 

対象物品 メーカー 品番 年式 数量 最低売却価格(税込) 

冷蔵ｼｮｰｹｰｽ ホシザキ㈱ RSC-120DT-2 R1 年 1 台 13,750 円 

製氷機 ホシザキ㈱ IM-115M-1 R1 年 1 台 21,450 円 

食器洗浄機 

ｶﾞｽﾌﾞｰｽﾀｰ 

ホシザキ㈱ JWE-680B 

WB-25H-2 

R1 年 1 台 36,300 円 

電子ﾚﾝｼﾞ① ナショナル NE-DF20G H17 年 1 台 550 円 

電子ﾚﾝｼﾞ② ナショナル NE-DF20G H17 年 1 台 550 円 

ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ① 不明 不明 不明 1 台 550 円 

ｽﾃﾝﾚｽｼﾝｸ② 不明 不明 不明 1 台 550 円 

※ 経年劣化、損耗、損傷箇所の調査は未実施であり、目視では確認できない箇所に損傷等

がある可能性があります。 

※ 電気契約を解除した施設内に保管されている物品のため、対象物品の動作確認を行

っていません。市は備品の動作不良などについての責を負わないものとします。 

 (3) 売却  

    1) 買受人の決定は、対象物品ごとに見積金額の高い者から順に決定します。なお、見

積金額の同じ者がいた場合は、見積参加申込の受付日順で買受人を決定します。

上記によっても決定しない場合は、市で抽選を行い決定します。 

    2) 売買代金の納付により対象物品の所有権は市から買受人に移転するものとし、現

状有姿で引渡します。なお、買受人から修繕、交換の要望があっても市は対応しま

せん。 

    3) 対象物品の搬出は、買受人の負担と責任により行うものとします(市から発送

等は行いません)。なお買受人が対象物品の搬出するまでに、新たに毀損等が生
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じた場合でも、市はその責等を負わないものとします。 

    4) 買受人は、市が指定する搬出期限日（令和 7 年 9 月 17 日（水））までに対象物

品の搬出を完了させてください。 

 

２．見積り参加手順 

 (1) 見積り参加申込【必須】 

    1) 提出物     ①見積り参加申込書（参加様式） 

    2) 提出期間   令和 7 年 7 月 11 日（金） ～ 令和 7 年 7 月 23 日（水） 

午前 9 時～午後 5 時（土日祝の閉庁日を除く） 

    3) 提出部数    1 部 

    4) 提出方法    持参、郵送、FAX 又はメールのいずれかの方法 

    5) 提出先     〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野 385-1 

                京丹後市 商工観光部 観光振興課 

             ※ 提出期限経過後の申込みは受け付けません。 

           ※ 郵便の場合は、令和 7 年 7 月 23 日（水）必着とします。 

 ⑵ 物品確認【必須】 

  見積り合わせ参加資格には物品確認が必要となりますので、希望日時を下記へ 

ご連絡ください。 

  物品確認期間 

  令和 7 年 7 月 11 日（金） ～ 令和 7 年 7 月 24 日（木） 

① 午前の部 9 時～11 時 ② 午後の部 14 時～16 時 

   （土日祝の閉庁日を除く） 

   【連絡先】京丹後市 商工観光部 観光振興課 

    TEL ：0772-69-0450 

    E-mail： kankoshinko@city.kyotango.lg.jp 

 (2) 見積り合わせに関する質疑 

  見積り合わせに関する質疑は、見積参加申込書を提出した方からのみ、受け付けま

す。以下の方法にて質問してください。 

1) 質問方法   

    FAX、E-mail 見積り合わせに関する質問書（質問様式）又はメールによる。 

  2) 受付期間   

mailto:zaisan@city.kyotango.lg.jp
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    令和 7 年 7 月 11 日（金） ～ 令和 7 年 7 月 22 日（火） 

    午前 9 時～午後 5 時 

  3) 質問先   FAX：0772-72-2030 E-mail：kankoshinko@city.kyotango.lg.jp 

  4) 回答方法   

    回答は令和 7 年 7 月 23 日（水）までに市ホームページへ掲載します。 

    ※ 受付期間経過後の質問は受け付けません。 

    ※ 見積りに関係のない質問は受け付けません。 

    ※ 対象物品の状態等に関する質疑には「現状のとおり」の回答を行います。 

    ※ 公平性、見積り結果に影響を及ぼすと判断する質問には回答しません。 

 

３．見積書の提出（見積様式の提出） 

 (1) 提出について 

  1) 提出物    見積書（見積様式） 

          ※ 見積書記載金額は、消費税及び地方消費税を含んだ金額を記載

すること。 

          ※ 見積書は見積封筒例を参考に封入して提出すること。 

  2) 提出期間   令和 7 年 7 月 25 日（金） ～ 令和 7 年 8 月 1 日（金） 

          午前 9 時～午後 5 時 

  3) 提出部数   １部  

  4) 提出方法   持参又は郵送（簡易書留）のいずれかの方法 

5) 提出先    〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野 385-1 

              京丹後市 商工観光部 観光振興課 

    ※ 提出された見積書等の書類は返却しません。 

    ※ 郵便の場合は、令和 7 年 8 月 1 日（金）必着とします。 

    ※ 期限までに見積書を提出しない場合は失格とします。 

    ※ 見積り参加申込のない者の提出書類は受け付けません。 

 

４．見積り合わせ参加資格 

 (1) 次の要件を満たす方 

  1) 国内に住所を有する個人、又は拠点を置く法人 

  2) 見積参加申込を行い、受理された者 
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  3) 物品確認期間に対象物品を現地確認する者 

 

５．見積結果の公表 

 (1) 開封日・場所  令和 7 年 8 月 1 日（金） 京丹後市役所 網野庁舎 

           ※ 見積結果は開封日以降に市ホームページに掲載します。 

           ※ ホームページでは採用者の団体名（採用者が個人の場合、

姓のみ）、住所（都道府県及び市町村名まで）、採用金額の

公表を行います。 

 

６．見積りの無効 

 (1）次に掲げる見積りをした場合は、無効となります。 

  1) 見積り合わせ参加に必要な資格が無い者がした見積り。 

  2) 同一者が 2 通以上した全ての見積り。 

  3) 見積り金額を訂正した、又は金額が特定できない見積り。 

  4) 重要な文字が誤脱又は不明瞭のため、見積り参加者又は対象案件が特定できない

見積り。 

  5) 前各号に掲げるもののほか、最低売却価格未満の記入など条件に違反した見積

り。 

 

７．見積り合わせの延期・中止又は取消 

 (1) 事故が発生した時又は不正行為等により公正な見積り合わせが行われないおそれが

あると認められるときは、見積り合わせの延期・中止又は見積り合わせの取消しを

します。この場合、見積り者が損失を受けても、市は補償の責を負わないものとし

ます。 

 (2) 見積り合わせ参加申込者がない場合、見積り合わせを中止します。また、見積書提

出にあたり、有効な見積書を提出した者が無い場合は、見積り合わせを不調としま

す。 

 

８．採用者（買受人）の決定 

 (1) 買受人の決定は、有効な見積のうち、見積金額の高い者から順に決定します。なお、

見積金額の同じ者がいた場合は、見積参加申込の受付日順で買受人を決定します。ただ
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し、上記においても順位が決定しない場合は、市で抽選を行い決定します。 

 (2) 見積の結果は、市ホームページに掲載します。 

 (3) 採用者が契約の意思がないことを表明したときは、採用決定を取り消し、次点者を

繰り上げて採用者とします。 

 

９．代金について 

 採用者の見積書に記載された金額を売却金額とします。 

 

10．契約及び代金の納付について 

 (1) 採用者となった者は、採用決定から 2 週間以内に、市の定める「物品売払契約書」

により市と契約を締結するものとします。 

 (2) 買受人は、物品売払契約締結から 20 日以内に市が発行する納入通知書により、契 

約金額を納付してください。 

 

11．対象物品の引渡し 

 (1) 対象物品の引渡しは、買受人の契約金額の納付を確認したうえで行います。 

(2) 買受人は、市が指定する搬出期限日（令和 7 年 9 月 24 日(水)）までに対象物品の

搬出を完了させてください。なお、物品の引渡しには市が立ち会います。 

(3) 買受人は、対象物品受取り後、受領書を提出してください。 

 (4) 現状を確認できる制度のもとの取引であり、引渡し後の苦情や返納には一切応じま

せん。 

 (5) 対象物品の売却に伴う搬出等の一切の費用は、買受人の負担となります。 

 

12．その他留意事項 

 (1) 買受人が契約締結後、種類、品質などに関して、契約と適合しないことを発見して

も、損害賠償、追完、契約金額の減額の請求又は契約解除はできません。 


